
むつ市乳幼児等医療費給付条例 

 

平成５年９月１６日公布 

む つ 市条 例第 １７号 

 

（目的） 

第１条 この条例は、乳幼児等が医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に

係る費用をその保護者に対して支給し、もって乳幼児等の保健及び出生育児環境

の向上に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「乳幼児等」とは、出生の日から１歳に達する日の属す

る月の末日までの者（以下「乳児」という。）及び１歳に達した日の属する月の翌

月の初日から小学校就学の始期に達するまでの者（学校教育法（昭和２２年法律

第２６号）第１８条の規定により就学義務の猶予又は免除を受けている者を除く。

以下「幼児」という。）並びに６歳に達した日の翌日以後の最初の４月１日から

１５歳に達した日以後の最初の３月３１日までの間にある者（以下「児童」とい

う。）をいう。 

２ この条例において「保護者」とは、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

第６条に規定する保護者であって、現に乳幼児等の生計を維持しているものをい

う。 

３ この条例において「乳幼児等医療費」とは、乳幼児等が医療保険で医療の給付

を受けた場合（児童にあっては、入院による医療の給付を受けた場合に限る。）の

自己負担に係る費用について助成するために、その保護者に対して支給する給付

金をいう。 

４ この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。 

(1) 健康保険法（大正１１年法律第７０号） 

(2) 船員保険法（昭和１４年法律第７３号） 

(3) 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号） 

(4) 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号） 

(5) 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号） 

(6) 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号） 

（給付対象者） 



第３条 この条例により乳幼児等医療費の給付の対象となる者（以下「給付対象者」

という。）は、本市に住所を有し、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の

規定に基づき、本市に記録されている者であって、かつ、医療保険各法の被保険

者又は被扶養者である乳幼児等の保護者とする。ただし、生活保護法（昭和２５

年法律第１４４号）の規定による保護の適用（停止中を除く。）を受けている者は

除く。 

（給付の制限） 

第３条の２ 前条の規定にかかわらず、規則で定める特別の理由により乳幼児等医

療費を支払うことが困難であると市長が認めた場合を除き、給付対象者の前年（１

月から６月までの間に新たに次条第１項の交付を受けようとする場合にあっては、

前々年をいう。以下同じ。）の所得（児童扶養手当法施行令（昭和３６年政令第

４０５号）第３条第１項並びに第４条第１項及び第２項の規定に基づいて算出し

た額をいう。以下同じ。）が、当該給付対象者の所得税法（昭和４０年法律第３３

号）に規定する控除対象配偶者及び扶養親族並びに当該給付対象者の扶養親族で

ない乳幼児等で当該給付対象者が前年の１２月３１日において生計を維持したも

のの数に応じて、規則で定める額以上であるときは、乳幼児等医療費を給付しな

い。 

（受給資格証） 

第４条 乳幼児等医療費の給付を受けようとする給付対象者のうち乳児又は幼児の

保護者は、市長に対し、規則で定めるところにより申請し、受給資格証の交付を

受けなければならない。 

２ 前項の規定により受給資格証の交付を受けた者（以下「受給資格者」という。）

は、受給資格者が監護する乳児又は幼児が病院、診療所又は薬局（以下「医療機

関等」という。）で医療の給付を受けるときは、受給資格証を提示するものとする。 

（給付対象額） 

第５条 乳幼児等医療費の額は、健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律

（昭和５７年法律第８０号）の規定に基づき厚生労働大臣が定める診療報酬の算

定方法により算定した額から、医療保険各法の規定により保険者が当該医療に関

し負担すべき額及びその他医療に関する法令等の規定により国又は地方公共団体

が負担した額（高額療養費及び高額介護合算療養費（以下「高額療養費等」とい

う。）が世帯合算により算定された場合は、当該世帯の高額療養費等の支給の基礎

となる額に対する給付対象者の一部負担金の率を高額療養費等に乗じて得た額及



び当該保険者が支給すべき療養費附加給付金がある場合は、その額を含む。）を控

除した額とする。 

（乳幼児等医療費の給付方法） 

第６条 乳幼児等医療費の給付方法は、次の各号に掲げる乳幼児等の区分に応じ、

当該各号に定めるとおりとする。 

(1) 乳児又は幼児 乳児又は幼児が医療の給付を受けた医療機関等からの請求に

基づき、青森県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金青森支

部を通じて当該医療機関等に支払うものとする。 

(2) 児童 給付対象者の申請に基づき、規則で定めるところにより給付する。 

２ 前項第１号の規定にかかわらず、受給資格者が医療保険に基づく一部負担金を

当該医療機関等に支払った場合は、当該受給資格者に乳幼児等医療費を支払うも

のとする。 

３ 第１項第１号の規定による支払があったときは、受給資格者に対し、乳幼児等

医療費の給付があったものとみなす。 

（届出の義務） 

第７条 受給資格者は、第４条に規定する申請の内容に変更を生じたとき、又は医

療の給付の原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、規則で定める

ところにより、速やかに市長に届け出なければならない。 

（損害賠償との調整） 

第８条 市長は、給付対象者が監護する乳幼児等が疾病又は負傷に関し損害賠償を

受けたときは、その額の限度内において、乳幼児等医療費の全部若しくは一部を

給付せず、又は既に給付した額に相当する金額を返還させることができる。 

（不正利得の返還） 

第９条 市長は、偽りその他不正の手段により乳幼児等医療費の給付を受けた者が

あるときは、その者からその給付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返

還させることができる。 

（受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第１０条 乳幼児等医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供し

てはならない。 

（委任） 

第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 



附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成５年１０月１日から施行する。 

（むつ市国民健康保険条例の一部改正） 

２ むつ市国民健康保険条例（昭和３４年むつ市条例第５０号）の一部を次のよう

に改正する。 

（次のよう略） 

（むつ市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ 前項の規定による改正後のむつ市国民健康保険条例第８条第３項の規定は、こ

の条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の療養の給付に係る一部負担金

の支払又は納付について適用し、施行日前の療養の給付に係る一部負担金の支払

又は納付については、なお従前の例による。 

（川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置） 

４ 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日（以下「編入日」という。）前に、川内

町乳幼児医療費給付条例（平成５年川内町条例第１７号）、大畑町乳幼児医療費給

付条例（大畑町条例第１４号）又は脇野沢村乳幼児医療費給付条例（平成５年脇

野沢村条例第１８号）（以下これらを「編入前の条例」という。）の規定により交

付された受給資格証については、それぞれその有効期限まで効力を有するものと

する。 

５ 前項の受給資格証を有する給付対象者については、その有効期限内に限り、第

３条の２の規定は適用しない。 

６ 編入日前に、編入前の条例の規定によりなされた申請、処分、手続その他の行

為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

 

附 則（平成６年９月２９日条例第１９号） 

１ この条例は、平成６年１０月１日から施行する。 

２ この条例による改正後のむつ市乳幼児医療費給付条例の規定は、この条例の施

行の日（以下「施行日」という。）以後の医療の給付に係る乳幼児医療費について

適用し、施行日前の医療の給付に係る乳幼児医療費については、なお従前の例に

よる。 

 

附 則（平成７年９月５日条例第３２号） 



１ この条例は、平成７年１０月１日から施行する。 

２ この条例による改正後のむつ市乳幼児医療費給付条例の規定は、この条例の施

行の日（以下「施行日」という。）以後の医療の給付に係る乳幼児医療費について

適用し、施行日前の医療の給付に係る乳幼児医療費については、なお従前の例に

よる。 

 

附 則（平成１０年６月２４日条例第１２号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第３条の２の改正規定は、平成

１０年８月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第３条の２の規定は、平成１０年８月１日以後の医療

の給付に係る乳幼児医療費について適用し、同日前の医療の給付に係る乳幼児医

療費については、なお従前の例による。 

 

附 則（平成１１年６月２４日条例第１９号） 

１ この条例は、平成１１年８月１日から施行する。 

２ この条例による改正後のむつ市乳幼児医療費給付条例の規定は、この条例の施

行の日以後の医療の給付に係る乳幼児医療費について適用し、同日前の医療の給

付に係る乳幼児医療費については、なお従前の例による。 

 

附 則（平成１４年３月１８日条例第１０号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１４年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後のむつ市乳幼児医療費給付条例（以下「新条例」という。）

の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の医療の給付に係

る乳幼児医療費について適用し、施行日前の医療の給付に係る乳幼児医療費につ

いては、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際現に改正前のむつ市乳幼児医療費給付条例の規定により、

次の各号に掲げる乳幼児に係る乳幼児医療費の給付を受けることができる者は、

当該各号に掲げる日までの間は、新条例の規定により乳幼児医療費の給付を受け

ることができる者とみなす。 

(1) 平成１３年６月２日から平成１４年５月３１日までに出生した乳児 当該乳



児が１歳に達する日の属する月の末日 

(2) 平成１２年６月２日から平成１３年５月３１日までに出生した幼児 当該幼

児が２歳に達する日の属する月の末日 

 

附 則（平成１７年３月１１日条例第１０５号） 

この条例は、平成１７年３月１４日から施行する。 

 

附 則（平成１７年７月２１日条例第１４６号） 

１ この条例は、平成１７年１０月１日から施行する。 

２ この条例による改正後のむつ市乳幼児医療費給付条例の規定は、この条例の施

行の日以後の医療の給付に係る乳幼児医療費について適用し、同日前の医療の給

付に係る乳幼児医療費については、なお従前の例による。 

 

附 則（平成１８年７月１日条例第１９号） 

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のむつ市乳幼児医療費

給付条例の規定は、平成１８年４月１日から適用する。 

 

附 則（平成１８年９月２９日条例第２６号） 

この条例は、平成１８年１０月１日から施行する。 

 

附 則（平成２０年６月３０日条例第３３号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２０年１０月１日から施行する。ただし、この条例による第

５条本文の改正規定は公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例（前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下この項において同じ。）

による改正後のむつ市乳幼児医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日（以

下この項において「施行日」という。）以後の医療の給付に係る乳幼児医療費につ

いて適用し、施行日前の医療の給付に係る乳幼児医療費については、なお従前の

例による。 

３ 第５条本文の改正規定は、平成２０年４月１日から適用し、同日前の医療の給

付に係る乳幼児医療費については、なお従前の例による。 



 

附 則（平成２１年９月１８日条例第４３号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後のむつ市乳幼児医療費給付条例の規定

は、平成２１年８月１日から適用する。 

 

附 則（平成２２年６月２８日条例第１９号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置等） 

４ 第３条の規定による改正後のむつ市乳幼児医療費給付条例の規定は、平成２２

年４月１日から適用し、同日前の医療の給付に係る乳幼児医療費については、な

お従前の例による。 

 

附 則（平成２３年３月２３日条例第４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後のむつ市乳幼児医療費給付条例の規定は、この条例の施

行の日（以下「施行日」という。）以後の医療の給付に係る乳幼児医療費について

適用し、施行日前の医療の給付に係る乳幼児医療費については、なお従前の例に

よる。 

 

附 則（平成２４年６月２８日条例第２０号） 

この条例は、平成２４年７月９日から施行する。 

 

附 則（平成２５年３月２５日条例第１２号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後のむつ市乳幼児等医療費給付条例の規定は、この条例の

施行の日（以下「施行日」という。）以後の医療の給付に係る乳幼児等医療費につ

いて適用し、施行日前の医療の給付に係る乳幼児医療費については、なお従前の



例による。 

（むつ市国民健康保険条例の一部改正） 

３ むつ市国民健康保険条例（昭和３４年むつ市条例第５０号）の一部を次のよう

に改正する。 

（次のよう略） 


